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  天龍村では、これまで総務省方式によるバランスシート（旧総務省方式）

を作成・公表してきました。これは、地方公共団体が財政状況を総合的・長期

的に把握することを目的とし、総務省（旧自治省）により平成１１年に「地方

公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会」が発足、平成１２年には報

告書が取りまとめられ、企業会計の手法を推奨する中で、小規模な地方公共団

体でも比較的容易に取り組むことが可能なバランスシート（貸借対照表）など

を作成・公表するというものでした。 

 その後、国では資産や負債など全ての行政資源と行政コストを統合的に把握

するため、新しい公会計制度の検討を始め、平成１８年８月３１日に総務事務

次官通知「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」を示し

ました。指針では、「①企業会計の考え方を取り入れた財務諸表を作成するこ

と、②地方公共団体のほか関連団体も対象とすること、③公表を平成２１年度

中に実現すること」などが要請されました。また、平成１９年１０月１７日に

は「新地方公会計制度実務研究会報告書」が作成基準として示され、全国の都

道府県及び市町村で、財務諸表の公表へ向けた取り組みが進められることとな

りました。 

 これらをふまえ、天龍村では、平成２２年度決算の普通（一般）会計、村全

体（一般・特別会計連結）及び連結（一般・特別会計と関連団体連結）財務諸

表を作成しましたので公表します。 

 

１ 地方公会計改革の目的・意義  
 地方自治法に基づく、単式会計・現金主義による財務会計処理を継続しなが

ら、経費支出、建設投資と資産増減を明確に関連付けして、発生主義に基づく

複式による会計処理を取り入れ、将来的には財務情報をリアルタイムで活用し

て政策判断する管理会計として機能させることを目的としています。  
 ①情報公開、説明責任を果たすことで行財政の信頼性の向上  
 ②財政状況の悪化の早期把握と健全化促進  
 ③資産・債務の適切な管理  
 

２ 作成方法  
 財務諸表４表の作成に当たっては「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」

の２つの基本モデルがあります。 

 村では、既存の財務会計システムの改修を含めた複式による会計処理システ

ムの導入に多額な経費を要することや、これまで旧総務省方式により作成して

いたバランスシートの経緯、同制度の発足・目的にある「資産・債務の管理等

に必要な公会計」のあり方を勘案し、「総務省方式改訂モデル」により作成し



 2

ました。 
 
３ 新地方公会計制度に基づく財務４表とは 

(1) 貸借対照表 
村が、住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、そ

の資産を形成するために調達されてきた財源を明らかにするもので、決算

期末の財政状態を総括的に対照表示したものです。 
 貸借対照表では、表左側に村が保有している土地・建物・預金などの「資

産」を示し、表右側にその資産を形成するために、将来世代が負担し今後

支払が必要となるもの「負債」と、これまでの世代が既に負担したもの「純

資産」がいくらあるかが示されます。 
 なお、貸借対照表は資産合計額と負債・純資産合計額が一致し、左右が

バランスしている表であることからバランスシートとも呼ばれています。 
① 資産の部 
ア 公共資産 
  資産のうち「公共資産」は、「有形固定資産」と「売却可能資産」で構成

されており、「有形固定資産」は村が保有している建物・土地を示します。 
  「売却可能資産」へ計上したのは土地のみで、決算書等から得た土地面

積に直近の固定資産の提示平均価格を乗じて算出しました。 
 
イ 投資等 
  資産のうち、「投資等」は民間企業や第３セクターなどへの出資金や、特

定目的基金、土地開発基金、定額運用基金などです。 
  長期延滞債権は、納付期限から１年以上が経過し納付されていない債権

を示し、回収不能見込額は、平成 19年度以前の滞納があり、平成 22年度
中に全く納入がされなかった者の滞納額を計上しました。 

 
ウ 流動資産 
  「流動資産」は、財政調整基金、減債基金や現金などです。 
  未収金は、平成 22年度の歳入として計上した村税等で未収のものを計上
しました。 

 
② 負債の部 
ア 固定負債 
  負債のうち、「固定負債」は翌々年度（平成２４年度）以降に返済が行わ

れる「地方債」と「退職手当引当金」です。 
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  「退職手当引当金」は、当年度末に特別職を含む全職員が普通退職した

場合の退職手当支給額と退職手当組合積立金不足額等の合計です。算定は 
 「財政健全化判断指標」の算定で用いた数値に基づいて行いました。 
 
イ 流動負債 
  「流動負債」は、翌年度（平成 23年度）償還予定（繰上償還を除く）の
地方債元金です。 
  「賞与引当金」は平成 23年度６月に支給される期末・勤勉手当のうち平
成 22年度負担相当額を示します。 

 
③ 純資産の部 
  「公共資産等整備国県補助金等」は住民サービスの提供に必要な資産整

備などの財源として国・県から受けた補助金です。 
  「公共資産等整備一般財源」は上記資産の財源のうち、上記国・県補助

金と地方債を除いたものです。 
  「その他一般財源」は将来自由に財源として使用できる純資産を示しま

す。マイナスとなっているのは、既に将来の財源の一部が拘束されている

ことを表します。このような状況が発生するのは、退職手当引当金や臨時

財政対策債など資産形成を伴わない負債が存在し、その支払いに対する積

立がなされていないためです。ただし、臨時財政対策債は、地方交付税の

代替措置として発行が認められたものであり、償還財源は将来の地方交付

税で措置されることが見込まれます。 
    
（２）行政コスト計算書 
 １年間（４月１日から翌年３月３１日）の行政活動のうち、福祉サービス

やごみ収集など、資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費（コスト）

と、その行政サービスの対価として得られた収入金等の財源を対比させた表

です。 
 行政コスト計算書は、「経常行政コスト」と「経常収益」からなり、これら

を差引したものが「純経常行政コスト」となります。 
 
（３）純資産変動計算書 
 貸借対照表内の「純資産の部」に計上されている各数値が１年間でどのよ

うに変動したかを表している計算書です。 
 純資産の部は、今までの世代が負担してきた部分ですので、１年間でその

部分が増えたのか減ったのかがわかることになります。 
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 具体的には、村税、地方交付税などの財源を「経常行政コスト」や災害復

旧事業等の臨時損益にいくら使ったかを表すものです。 
 
（４）資金収支計算書 
 １年間の歳計現金（資金）の出入り情報を３つの性質区分（「経常的収支の

部」、「公共資産整備収支の部」、「投資・財務的収支の部」に分けて表したも

のです。 
① 経常的収支の部 
 「経常的収支の部」には、人件費、物件費、社会保障給付費、補助金等、

他会計繰出金など日常の行政サービスを行うにあたって必要な費用が「支出」

に計上されています。一方、地方税や地方交付税など、上記の支出を賄うも

のが「収入」に計上されており、日常の行政活動による資金収支の状況が表

されています。 
 
② 公共資産整備収支の部 
 「公共資産整備収支の部」では、公共資産の整備などによる支出とその財

源である補助金・地方債などによる収入が計上されており、公共事業に伴う

資金の使途とその財源の状況が表示されています。 
 
③ 投資・財務的収支の部 
 「投資・財務的収支の部」には、基金の積立、地方債の返済などによる支

出とその財源である基金取崩額などの収入が計上されており、財務活動によ

る資金の出入りの状況が表示されています。 
 

４ 財務諸表作成の前提条件  
 

① 基準日は平成２３年３月３１日とし、出納整理期間（平成２３年４月１日
から５月３１日まで）における資金の出入りは、基準日までに完了したも

のとして処理しています。  
 

 ② 算定基礎数値は、昭和４４年度からの総務省「地方財政状況調査（決算統
計）」を用いています。  

 

 ③ 回収不能見込額は、平成１９年度以前の滞納があり、平成２２年度中に全
く納入がされなかった者の滞納額はすべて回収不能見込みへ計上しまし

た。 
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 ④ 連結財務書類作成時、連結対象となる会計・団体・法人間で行われた取引
は原則内部取引として相殺消去処理をしています。 

 

 

５ 公会計制度の有効な活用と課題 

 総務省方式改定モデルでは、計画・段階的に財務諸表の精度の向上を図って

いくことが求められます。（公表後でも段階補正により数値の修正等が生ずる

こととなります。） 

 公会計をより有効に活用するためには、制度会計として公表するだけではな

く、今後は管理会計としていかに財政運営に取り込めるかを全庁的な経営改革

として認識する必要があると考えます。 

 また、改革を具現化するための職員一人一人の意識の向上と経営改革を達成

するための体系づくりが直近の課題といえます。 

 

 
 
 


































